
最終更新日：令和 6 年 03 月 06 日

第四期特定健康診査等実施計画
中部日本放送健康保険組合中部日本放送健康保険組合



　特定健康診査等実施計画　(令和6年度〜令和11年度)
背景・現状・基本的な考え方　【第3期データヘルス計画書　STEP2から自動反映】背景・現状・基本的な考え方　【第3期データヘルス計画書　STEP2から自動反映】
No.1 ５０歳代がボリュームゾーンとなっている。平均年齢は上昇傾向に

あり、医療費増加の原因のひとつになっている。  重症化を予防するための対策、特定保健指導等により
ヘルスリテラシーの向上をはかり、医療費の上昇を抑える。

No.2 加入者あたりの医療費が増加している疾患に新生物、内分泌、栄養
及び代謝疾患、呼吸器系の疾患が過去３年間上位を占めている。  がん検診の補助を継続、強化。二次検査が必要な加入者に対し医療機関の受診勧奨を行

い、早期受診、治療につなげる。特に被保険者については、事業主診療所と連携を強化
して行い、医療費の上昇を防ぐ。
生活習慣病関連の医療費割合が高くなっているため、生活習慣病のハイリスク、未通院
者に対し早期治療、継続治療を受けるよう促し、重症化を防ぐ。

No.3 歯科の医療費は、一旦は減少したが今後増加する可能性が高い。  歯科健診の受診勧奨の強化。歯科検診の重要性、定期的な健診受診、悪化前の歯科受診
勧奨がが必要である。リスク状態の把握、有所見者に受診勧奨を行う取り組みが必要で
ある。

No.4 被保険者の健診受診率はほぼ１００%であるのに対し、被扶養者の
受診率は伸び悩んでおり、５０歳代後半の受診率が低い状態である
。また２年連続の未受診者も多い。

 健診受診率を向上させるための対策（長期未受診者への受診勧奨。アンケート、周知の
拡大等）が必要。

No.5 動機づけ支援の割合が増加している。被保険者については、他組合
に比べ動機付け支援の割合が高い。積極的支援にならないための対
策が必要である。

 保健指導の参加率・終了率を向上させる。個々の行動変容を促し継続させる対策、また
保健指導のリピーターが他健保に比べ多くいるため、リピーターに対する対策が必要で
ある。４０歳未満の若年層に対し、将来的なリスクを低減させる取り組みを行う。
事業所と協働でヘルスリテラシーの向上を目指し、保健指導の必要性の認知度を高める
。

No.6 生活習慣病の受診勧奨者の割合が３割ほどある。重症化の割合が増
加している。生活習慣改善の意志なしの割合が男性被保険者で増加
傾向にあるなど健康状況について全項目で他健保を下回っている。
女性被保険者の喫煙者の割合が他組合に比べ高い。
被扶養者の生活習慣について、睡眠と運動の項目の良好者の割合が
他健保に比べ低い。

 生活習慣病のハイリスク者に対する受診勧奨を行う。
被保険者については、事業主診療所と協働でハイリスク者について受診勧奨を行い重症
化を防ぐ。肥満対策及び非肥満の患者予備群についての対策。運動習慣や生活習慣の改
善に向けた対策が必要である。

No.7 数量比率は８０を超えているが、他組合と比較すると低い状態であ
る。  加入者への啓蒙活動を継続し、切り替え余地のあるものに対し切り替えを促す。

基本的な考え方（任意）基本的な考え方（任意）
-

特定健診・特定保健指導の事業計画　【第3期データヘルス計画書　STEP3から自動反映】特定健診・特定保健指導の事業計画　【第3期データヘルス計画書　STEP3から自動反映】

11 事業名 特定健康診査（被保険者）特定健康診査（被保険者） 対応する健康課題番号 No.4No.4


事業の概要
対象 対象事業所：全て, 性別：男女, 年齢：40〜74, 対象者分類：基準該当者
方法 事業所にて実施する安衛法の健診、事業所と協働で行っている人間ドック
体制 安衛法の上の健診については事業所よりデータを受け取る。人間ドック等

は契約医療機関よりデータを受け取る。

事業目標
健康状態未把握者の減少。リスクがある者に対して適切な改善介入が行える基
盤を構築する。

評
価
指
標

アウトカム指標 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度
内臓脂肪症候群該当者割
合 26 ％ 27 ％ 25 ％ 23 ％ 21 ％ 21 ％
アウトプット指標 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度
特定健診実施率 99 ％ 99 ％ 99 ％ 99 ％ 99 ％ 99 ％

実施計画
R6年度 R7年度 R8年度
事業主と協力し、受診環境の整備及び未受診者に対す
る受診勧奨を徹底する。

事業主と協力し、受診環境の整備及び未受診者に対す
る受診勧奨を徹底する。

事業主と協力し、受診環境の整備及び未受診者に対す
る受診勧奨を徹底する。

R9年度 R10年度 R11年度
事業主と協力し、受診環境の整備及び未受診者に対す
る受診勧奨を徹底する。

事業主と協力し、受診環境の整備及び未受診者に対す
る受診勧奨を徹底する。

事業主と協力し、受診環境の整備及び未受診者に対す
る受診勧奨を徹底する。
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22 事業名 特定健康診査（被扶養者）特定健康診査（被扶養者） 対応する健康課題番号 No.4 No.4 , , No.6No.6


事業の概要
対象 対象事業所：全て, 性別：男女, 年齢：40〜（上限なし）, 対象者分類：被

扶養者
方法 主婦ドック、巡回レディース健診、人間ドック等
体制 受診申し込み等の発送は委託健診機関にて行う。

事業目標
健康状態未把握者を減少させる。リスクのある者の状況把握を行い適切な改善
介入につなげる。

評
価
指
標

アウトカム指標 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度
内臓脂肪症候群該当者割
合 8 ％ 7 ％ 6 ％ 5 ％ 5 ％ 5 ％
アウトプット指標 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度
特定健診実施率 63 ％ 64 ％ 65 ％ 66 ％ 67 ％ 68 ％

実施計画
R6年度 R7年度 R8年度
未受診者について、健保組合から受診勧奨を行う。 未受診者について、健保組合から受診勧奨を行う。 未受診者について、健保組合から受診勧奨を行う。
R9年度 R10年度 R11年度
未受診者について、健保組合から受診勧奨を行う。 未受診者について、健保組合から受診勧奨を行う。 未受診者について、健保組合から受診勧奨を行う。

33 事業名 健診未受診者、未予約該当者への受診勧奨健診未受診者、未予約該当者への受診勧奨 対応する健康課題番号 No.4No.4


事業の概要
対象 対象事業所：全て, 性別：男女, 年齢：35〜74, 対象者分類：被保険者/被

扶養者

方法
被保険者：各事業所担当者と連携し、健診未受診者について受診勧奨を行
う。
被扶養者：該当者にレター等の送付。契約医療機関より二次募集のお知ら
せを送付。

体制 未受診者の把握を早めに行う。

事業目標
健診未受診者への受診の働きかけを行い、被保険者の受診率は１００％、被扶
養者の健診受診率の向上を目指す。
評
価
指
標

アウトカム指標 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度
特定健診受診率 90 ％ 92 ％ 94 ％ 95 ％ 97 ％ 97 ％
アウトプット指標 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度
受診勧奨を行った人数 165 人 160 人 150 人 150 人 130 人 130 人

実施計画
R6年度 R7年度 R8年度
未受診者の抽出を早めにもれなく行い、通知を行う。 未受診者の抽出を早めにもれなく行い、通知を行う。 未受診者の抽出を早めにもれなく行い、通知を行う。
R9年度 R10年度 R11年度
未受診者の抽出を早めにもれなく行い、通知を行う。 未受診者の抽出を早めにもれなく行い、通知を行う。 未受診者の抽出を早めにもれなく行い、通知を行う。

44 事業名 特定保健指導事業特定保健指導事業 対応する健康課題番号 No.5No.5


事業の概要
対象 対象事業所：全て, 性別：男女, 年齢：25〜74, 対象者分類：加入者全員

方法
被保険者：業務時間中の実施を可能とする。健診当日の指導が行えるよう
委託機関に依頼。ICTの活用。
被扶養者：健診当日の指導を委託機関に依頼。

体制 事業所、健診委託機関との連携を進める。

事業目標
特定保健指導の実施率を向上させ、対象者の割合を減少させる。
評
価
指
標

アウトカム指標 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度
特定保健指導対象者割合 20 ％ 18 ％ 16 ％ 15 ％ 14 ％ 13 ％
アウトプット指標 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度
特定保健指導実施率 52 ％ 52 ％ 54 ％ 56 ％ 58 ％ 60 ％

実施計画
R6年度 R7年度 R8年度
対象者に対し十分な実施機会を提供し、指導を受けや
すくすることで実施率の向上を目指す。

対象者に対し十分な実施機会を提供し、指導を受けや
すくすることで実施率の向上を目指す。

対象者に対し十分な実施機会を提供し、指導を受けや
すくすることで実施率の向上を目指す。

R9年度 R10年度 R11年度
対象者に対し十分な実施機会を提供し、指導を受けや
すくすることで実施率の向上を目指す。

対象者に対し十分な実施機会を提供し、指導を受けや
すくすることで実施率の向上を目指す。

対象者に対し十分な実施機会を提供し、指導を受けや
すくすることで実施率の向上を目指す。
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達成しようとする目標∕特定健康診査等の対象者数達成しようとする目標∕特定健康診査等の対象者数
令和6年度令和6年度 令和7年度令和7年度 令和8年度令和8年度 令和9年度令和9年度 令和10年度令和10年度 令和11年度令和11年度

特特
定定
健健
康康
診診
査査
実実
施施
率率

計計
画画
値値
※11

全体全体 634 ∕ 729 ＝ 87.0 ％ 627 ∕ 721 ＝ 87.0 ％ 637 ∕ 724 ＝ 88.0 ％ 649 ∕ 729 ＝ 89.0 ％ 651 ∕ 731 ＝ 89.1 ％ 658 ∕ 731 ＝ 90.0 ％
被保険者被保険者 500 ∕ 510 ＝ 98.0 ％ 500 ∕ 510 ＝ 98.0 ％ 505 ∕ 515 ＝ 98.1 ％ 513 ∕ 518 ＝ 99.0 ％ 513 ∕ 518 ＝ 99.0 ％ 513 ∕ 518 ＝ 99.0 ％
被扶養者 被扶養者 ※33 134 ∕ 219 ＝ 61.2 ％ 127 ∕ 211 ＝ 60.2 ％ 132 ∕ 209 ＝ 63.2 ％ 136 ∕ 211 ＝ 64.5 ％ 138 ∕ 213 ＝ 64.8 ％ 145 ∕ 213 ＝ 68.1 ％

実実
績績
値値
※11

全体全体 - ∕ - ＝ - ％ - ∕ - ＝ - ％ - ∕ - ＝ - ％ - ∕ - ＝ - ％ - ∕ - ＝ - ％ - ∕ - ＝ - ％
被保険者被保険者 - ∕ - ＝ - ％ - ∕ - ＝ - ％ - ∕ - ＝ - ％ - ∕ - ＝ - ％ - ∕ - ＝ - ％ - ∕ - ＝ - ％
被扶養者 被扶養者 ※33 - ∕ - ＝ - ％ - ∕ - ＝ - ％ - ∕ - ＝ - ％ - ∕ - ＝ - ％ - ∕ - ＝ - ％ - ∕ - ＝ - ％

特特
定定
保保
健健
指指
導導
実実
施施
率率

計計
画画
値値
※22

全体全体 55 ∕ 105 ＝ 52.4 ％ 55 ∕ 105 ＝ 52.4 ％ 57 ∕ 106 ＝ 53.8 ％ 60 ∕ 107 ＝ 56.1 ％ 63 ∕ 108 ＝ 58.3 ％ 65 ∕ 108 ＝ 60.2 ％
動機付け支援動機付け支援 29 ∕ 50 ＝ 58.0 ％ 29 ∕ 50 ＝ 58.0 ％ 30 ∕ 51 ＝ 58.8 ％ 31 ∕ 51 ＝ 60.8 ％ 32 ∕ 52 ＝ 61.5 ％ 32 ∕ 52 ＝ 61.5 ％
積極的支援積極的支援 26 ∕ 55 ＝ 47.3 ％ 26 ∕ 55 ＝ 47.3 ％ 27 ∕ 55 ＝ 49.1 ％ 29 ∕ 56 ＝ 51.8 ％ 31 ∕ 56 ＝ 55.4 ％ 33 ∕ 56 ＝ 58.9 ％

実実
績績
値値
※22

全体全体 - ∕ - ＝ - ％ - ∕ - ＝ - ％ - ∕ - ＝ - ％ - ∕ - ＝ - ％ - ∕ - ＝ - ％ - ∕ - ＝ - ％
動機付け支援動機付け支援 - ∕ - ＝ - ％ - ∕ - ＝ - ％ - ∕ - ＝ - ％ - ∕ - ＝ - ％ - ∕ - ＝ - ％ - ∕ - ＝ - ％
積極的支援積極的支援 - ∕ - ＝ - ％ - ∕ - ＝ - ％ - ∕ - ＝ - ％ - ∕ - ＝ - ％ - ∕ - ＝ - ％ - ∕ - ＝ - ％

※１）特定健康診査の（実施者数）∕（対象者数）
※２）特定保健指導の（実施者数）∕（対象者数）
※３）特定健診の対象となる被扶養者数には、強制被扶養者、任意継続被扶養者、特例退職被扶養者、任意継続被保険者、特例退職被保険者を含めてください。
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目標に対する考え方（任意）目標に対する考え方（任意）
-

特定健康診査等の実施方法（任意）特定健康診査等の実施方法（任意）
-

個人情報の保護個人情報の保護
中部日本放送健康保険組合（以下、当組合という）は、法律及びガイダンス（＊１）、当組合の「個人情報保護管理規程」及び「プライバシーポリシー」を遵守するものと
する。
　当組合及び特定健康診査・特定保健指導データの取扱いを委託された委託先機関は、個人情報の厳重な管理、目的外使用の禁止等を遵守し、業務によって知りえた情報を
外部に漏らしてはならない。当組合のデータ管理者は個人情報取扱責任者（常務理事）とし、データの利用者は当組合職員に限ることとする。
　当組合と契約する健診機関からのXMLデータは、原則としてCD−ROMで受領し、特定健診システムに取り込むこととし、取り込み後のデータ授受用CDは当組合事務室の施
錠可能なキャビネット内に保管することとする。同システムに取り込んだデータはシステムの委託先（＊２）のデータセンター（２４時間入退室管理、免震構造、２系統受
電及び自家発電完備）内に設置するサーバーに保存することとする。
　データの保存期間は６年とし、保存期間を過ぎたデータは「個人情報保護管理規程」、「システム等運用管理規程」及び業務委託契約等に基づき、安全かつ確実に廃棄す
るものとする。
＊１　「個人情報の保護に関する法律」
　　　「健康保険組合等における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」
　　　「医療・介護関係業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」等
＊２　㈱大和総研

特定健康診査等実施計画の公表・周知特定健康診査等実施計画の公表・周知
実施計画の公表は、当健保組合ホームページ・広報誌（健保NEWS）等にて行う。

その他（特定健康診査等実施計画の評価及び見直しの内容等）その他（特定健康診査等実施計画の評価及び見直しの内容等）
この計画の評価・見直しは「国への実績報告」提出後から年度末にかけ下記について毎年度行う。
①計画上の内容と実施状況の比較・評価
②進捗状況の管理
③目標と乖離している場合は目標値の再設定の検討
④達成状況の点検・評価による実施計画の見直し
事業主との連携について
事業主健診の結果の受領は、健診後事業主が契約している健診機関が作成したXMLデータを事業主健診担当者より受領する。
特定保健指導は、主たる事業所の会議室、診療所、契約健診機関またはオンラインにて行う。各事業所の担当者と協議し、対象者が就業時間内に指導を受けられるような体
制を整えている。
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